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業務委託一般仕様書 

 

（適用） 

第１条 この業務委託一般仕様書（以下「一般仕様書」という。）は，仙台市（以下「本市」

という。）が発注する業務委託に適用する。 

２ 業務は，すべて業務委託契約書（以下「契約書」という。）に基づき履行しなければなら

ない。 

３ 契約書にいう仕様書の優先順位は，現場説明書，特記仕様書，一般仕様書の順とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 担当者，指示，承諾，協議とは，次の定義による。 

 (1) 「担当者」とは，契約書にいう「発注者」が「受注者」に対し，「担当者」として通

知したものをいう。 

 (2) 「指示」とは，発注者側の発議により担当者が受注者に対し，本市の所掌事務に関す

る方針，基準，計画などを示し，実施させることをいう。 

 (3) 「承諾」とは，諾否の回答を求められたことについて，検討のうえ了解の意志を示す

ことをいう。 

 (4) ｢協議｣とは，本市と受注者が対等の立場で合議することをいう。 

 

（疑義の解釈） 

第３条 設計図書に定める事項について疑義を生じた場合には，必要に応じて両者協議の上

これを定めるものとする。ただし，内容の解釈については，本市の解釈による。 

 

（関係法令等の遵守） 

第４条 受注者は，業務履行にあたり業務に関する法，規則，告示，条例等を遵守すること。 

 

（関係官公署への許認可申請） 

第５条 業務履行のため必要な関係官公署その他の者に対する手続きは，本市の承諾を得た

後受注者が代行し，かつそれに必要な費用を負担すること。 

２ 関係官公署その他の者に対して報告，協議等をする必要が生じたときは，遅延なくその

旨を担当者に申し出て協議すること。 

 

（公害の防止） 

第６条 受注者は，業務の履行にあたり公害防止諸法令を遵守し，公害の発生防止に努める

こと。 

 

（施設の保全） 

第７条 既設構造物を汚染したときまたは，これらに損傷を与えたときは，受注者の責任で

復旧すること。 
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（資格を必要とする作業） 

第８条 資格を必要とする作業については，それぞれの資格を有する者が業務に当たること。 

 

（業務完了後の処理） 

第９条 受注者は，業務が完了した場合速やかに不要材料及び仮設物を撤去し，清掃を行う

こと。 

 

（安全管理） 

第 10 条 受注者は，業務の履行にあたっては常に細心の注意を払い，「労働安全衛生法」並

びに関係法令等を遵守し，公衆及び従事者の安全を計ること。 

２ 事故が発生した場合には，速やかに担当者に連絡するとともに，所轄の「消防署」，「警

察署」，「労働基準監督署」等に通報すること。 

３ 業務履行中は，所要の人員を配置し現場内の整理，整頓及び保全に努めること。 

４ 重要な工作物に接近して業務を履行する場合には，あらかじめ保安上必要な処置，緊急

時の応急処置及び連絡方法等について担当者と協議し，これを遵守すること。 

５ ガソリン，軽油などの危険物を使用する場合には，保管及び取扱について関係法令の定

めるところに従い，万全の方策を講ずること。 

６ 業務履行場所への一般の出入りを規制または，禁止する必要がある場合には，担当者の

承諾を得てその場所への適当な柵を設けるとともに，「立入禁止」の標識等を設けること。 

７ 業務履行場所の秩序を保つとともに，火災，盗難並びに交通事故防止等に必要な処置を

講じること。 

 

（事前調査） 

第 11 条 受注者は，業務着手に先立ち現地の状況，関連工事，業務及びその他について綿密

な調査を行い，十分実情把握のうえ業務に着手すること。 

 

（仮設） 

第 12 条 業務に必要な仮設物は，本市の承諾を得てから設置すること。 

 

（提出書類） 

第 13 条 受注者は，別紙一覧表に定める書類を遅滞なく作成し，提出すること。ただし，一

覧表に定めのない場合で必要と認められるものは，その都度担当者と協議うえ提出するこ

と。 

１ 業務履行計画表 

  委託期間中の安全管理体制，作業工程などを記載すること。 

２ 業務履行計画書 

  下記の内容の作業計画書を提出し，本市の承諾を得ること。ただし，軽微な業務委託に

あっては，その内容及び提出を省略することができる。 

 (1) 主要機械使用計画 

 (2) 仮設計画書 
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 (3) 機材搬入計画 

 (4) 作業従事者名簿 

 (5) その他本市の指示するもの 

３ 実施工程表 

  作業工程の詳細を記して本市に提出すること。 

 

（環境マネジメントシステムへの協力） 

第 14 条 受注者は，仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し，省エネルギー省資

源及び廃棄物減量などの環境への負荷の低減に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

別 紙 

提出書類一覧表 

書類名称 様 式 提出時期 部数 

着 手 届 

1 

契約締結後 14 日以内 2 
1-1 (単価契約) 

1-2 (請 書) 

1-3 (請書:単価契約) 

業務担当者届 
2 

契約締結後 14 日以内 2 
2-1 (請 書) 

業務履行計画表 
3 

契約締結後 14 日以内 2 
3-1 (単価契約) 

（安全管理体制表） 4 

（作業工程表） 5 

緊急連絡体制表 6 契約締結後 14 日以内 2 

使用材料・機器(検査依頼書)届 7 機器・材料搬入 7 日前 2 

業務履行計画書 ※2 8 現場着手前 2 

実施工程表 ※3  現場着手前 2 

一部再委託承諾願 9 その都度 2 

一部業務完了届(区分払いなど) 

12 

一部業務完了後直ちに 2 12-1 (単価契約) 

運転操作監視業務委託 

の様式 (様式 2) 

業務完了届 

13 

業務完了後直ちに 2 
13-1 (単価契約) 

13-2 (請 書) 

13-3 (請書:単価契約) 

業務報告書  完了時 ※４ 2 

業務遂行写真  完了時 ※４ １ 

業務週報（日報） 14 完了時 １ 

委託に係る打合せ簿 15 完了時 １ 

委託に関する承諾・確認書 16 その都度 2 

≪令和 4 年 5 月 1 日以降から適用≫ 

※１ 着手届，業務担当者届，業務履行計画表等は同時提出の一連書類とする。（袋とじは不要） 

※２ 業務履行計画書の承諾･確認は，「委託に関する承諾･確認書」により行う。 

※３ 業務履行計画書の中に実施工程表が入っている場合は提出を省略できるものとする。 

※４ 一部業務完了時を含む。 



 

 

秋保温泉浄化センター外４箇所 

運転管理業務委託 

 

 

特 記 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設局下水道管理部設備管理センター 

  



 

  



≪ 共 通 ≫ 
 

１．委託業務名 

  秋保温泉浄化センター外４箇所運転管理業務委託 

 

２．目的 

本業務委託は，秋保温泉浄化センターの運転管理業務（保守点検・運転操作監視・水質試験・

事務・その他）並びに秋保中継第一ポンプ場，秋保中継第二ポンプ場，茂庭中谷地ポンプ場及

び秋保町湯元橋本ポンプ場の運転管理業務（保守点検・その他）について委託を行い，適正な

維持管理に資するため実施するものである。 

 

３．業務履行期間（契約期間） 

令和 ５年 ４月 １日 から 令和 ８年 ３月３１日 まで 

（地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約） 

 

４．業務履行場所及び施設概要 

（１）秋保温泉浄化センター [仙台市特定環境保全公共下水道] 

    ア）所在地 

       仙台市太白区秋保町湯元字畑２３（別紙１『管理対象施設位置図』 参照） 

    イ）施設概要 

      ①施設能力 

       全体処理能力         6，000 ｍ３／日（日最大） 

       １系処理能力   850 × 2 ＝ 1，700 ｍ３／日（稼動中） 

       ２系処理能力   850 × 2 ＝ 1，700 ｍ３／日（稼動中） 

       ３系処理能力  1，300 × 2 ＝ 2，600 ｍ３／日（停止中） 

       ※平成１３年度より１系及び２系の稼働となっているが，処理水量の増加や工 

事，故障等により３系を稼働する場合もある。 

      ②処理水量 

       令和元年度  2，137 ｍ３／日（日平均） 

       令和２年度  1，738 ｍ３／日（日平均） 

       令和３年度  1，853 ｍ３／日（日平均） 

      ③処理方式 

       水処理   オキシデーションディッチ法（３系列，１系列につき２ディッチ） 

       汚泥処理  汚泥濃縮槽 ＋ 汚泥貯留槽 ＋ 場外搬出 

              ※場外搬出については別途委託 

 



      ④流入水質（認可計画） 

       ＢＯＤ 230 mg/ℓ ，ＳＳ 180 mg/ℓ 

      ⑤処理水質（認可計画） 

       ＢＯＤ  15 mg/ℓ ，ＳＳ  20 mg/ℓ以下 

      ⑥放流先 

       一級河川 名取川 

（２）秋保中継第一ポンプ場 

    ア）所在地 

仙台市太白区秋保町湯元字木戸保３０－１（別紙１『管理対象施設位置図』 参照） 

イ）施設概要 

      ①処理区・目的 

       秋保温泉処理区・汚水 

      ②施設能力 

       口径 150 mm × 2.5 ｍ３／分 × 16.0 ｍＨ × 15.0 kW × 3 台（水中ポンプ） 

 （３）秋保中継第二ポンプ場 

    ア）所在地 

      仙台市太白区秋保町湯元字除２６－６（別紙１『管理対象施設位置図』 参照） 

    イ）施設概要 

      ①処理区・目的 

       秋保温泉処理区・汚水 

      ②施設能力 

       口径 150 mm × 2.2 ｍ３／分 × 22.0 ｍＨ × 15.0 kW × 2 台（水中ポンプ） 

（４）茂庭中谷地ポンプ場 

    ア）所在地 

      仙台市太白区茂庭字中谷地 地先（別紙１『管理対象施設位置図』 参照） 

    イ）施設概要 

      ①処理区・目的 

       秋保温泉処理区・汚水 

      ②施設能力 

       口径 100 mm × 0.45 ｍ３／分 × 25.2 ｍＨ × 7.5 kW × 2 台（水中ポンプ） 

（５）秋保町湯元橋本ポンプ場 

    ア）所在地 

      仙台市太白区秋保町湯元字橋本 地先（別紙１『管理対象施設位置図』 参照） 

    イ）施設概要 

      ①処理区・目的 

       秋保温泉処理区・汚水 



      ②施設能力 

       口径 32 mm × 0.072 ｍ３／分 × 10.0 ｍＨ × 1.0 kW × 2 台 

（水中グラインダーポンプ） 

 

５．提出書類 

受注者は，業務委託契約書及び一般仕様書に定めるもののほかに，以下の書類を発注者に提

出すること。ただし，一般仕様書に定める業務履行計画書，実施行程表，業務報告書，業務遂

行写真及び業務週報（日報）は，本仕様書で指定する書類をもって代えるものとする。 

また，業務従事者の異動等で提出書類の内容に変更が生じた場合は，速やかに発注者に書面

をもって報告すること。 

（１）総括責任者選任届 … １部を着手届提出時に提出 

（２）有資格者選任届 …… １部を着手届提出時に提出 

※資格登録番号を記載し，写しを添付すること。 

（３）業務従事者名簿 …… １部を着手届提出時に提出 

※業務従事者の住所，氏名，生年月日，業務分担及び取得資格 

登録番号等を記載し，写しを添付すること。 

（４）現場管理組織表 …… １部を着手届提出時に提出 

（５）安全管理組織表 …… １部を着手届提出時に提出 

（６）緊急連絡系統図 …… １部を着手届提出時に提出 

（７）緊急時人員配置表 … １部を着手届提出時に提出 

（８）業務実施計画書 …… 翌月の業務実施計画を記載したものを１部，毎月２５日まで 

に提出（ただし，令和５年４月分は１０日まで） 

（９）業務実施報告書等 … 「業務記録及び報告」に記載された内容に従い提出 

（10）その他発注者が要求する書類 

 

６．法令等の遵守 

受注者は，委託業務履行にあたり以下の関係法令及び諸官庁の命令指示等を遵守すること。 

なお，適用を受ける関係法令等に改正があった場合は，最新のものとする。 

（１）関係法令（一例） 

下水道法，水質汚濁防止法，河川法，毒物及び劇物取締法，酸素欠乏症等防止規則，消

防法，廃棄物の処理及び清掃に関する法律，悪臭防止法，労働基準法，労働安全衛生法，

労働者災害補償保険法，職業安定法，労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律，電気事業法，エネルギーの使用の合理化等に関する法律 等 

（２）その他関係法令 

 

 


